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公開可 

◎看護師養成２年課程（通信制）の入学要件の見直しについて議論 

医道審議会保健師助産師看護師分科会 
3月 8日に保助看分科会が開催され、看護師養成 2年課程（通信制）の入学要件の

就業経験年数を現在の「7年以上」から「5年以上」とすることについて議論された。

事務局からは、就業経験「5年以上 7年未満」と「7年以上 10年未満」の准看護師で

看護技術経験に有意差がみられなかった調査結果などが示された。「看護師等養成所

の運営に関する指導ガイドライン」での入学資格の規定について「原則、病院・診療

所の医療機関、訪問看護ステーションや介護保険施設等において、准看護師として 5

年以上看護業務に従事した」と改め、看護業務に携わった年数を計上することを明確

化するとともに、様式を示し、5年間の業務内容を含む就業経験年数を確認すること

が提案された。 

委員として参加した高橋会長は、現在就業している准看護師の看護師資格取得を促

進するという目的として了解すると述べるとともに、2年課程（通信制）は、入学生

の十分な就業経験を前提とした課程であり、就業経験年数の短縮にあたっては、5年

間の就業経験年数を厳格に担保することが不可欠であると指摘した。他の委員からも

同様の意見が述べられた。また、事務局から看護師養成所 2年課程（通信制）の教員

の教育力向上に向け、2年課程（通信制）の教員を対象とした研修教材を養成所に配

布するとともに、関係するセミナーを開催する旨の計画が提示された。 

高橋会長は、提案の対応とともに、看護教員のキャリア開発に関する継続した取り

組みを都道府県と連携して実施すること、加えて、十分な教育体制の確保の視点から、

看護教員の増員を図る場合の財政的な支援、実習施設の確保に関する都道府県や厚生

労働省の支援の充実が必要であると指摘した。 

改正案は、今後、厚生労働省がパブリックコメントに付し、その後、関係法令が改

定される。施行時期は決定後に公表される。（執筆：田母神常任理事） 
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